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江田島市教育委員会会議録 

 

平成 29年９月 19日（火）平成 29年第 11回教育委員会会議定例会を大柿公民館大会議室に

おいて開催しました。 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

  開会   午前     10時 00分 

  閉会   午前      11時 38分 

 

２ 出 席 者 （４名） 

教 育 長            御堂岡   健 

教育長職務代理者         三 島 雅 司 

委   員            樋 上 美由紀 

委   員            柳 川 政 憲 

 

３ 欠 席 者 （１名） 

委   員            今 井 絵里子 

 

４ 出席説明員 

  教 育 次 長           小 栗   賢 

  学校教育課長           畠 藤 邦 子 

  生涯学習課長           問 可 健 治 

  西能美学校給食共同調理場総括場長  仁 井 雄 一 

  江田島図書館長兼能美図書館長   加賀見 富士枝 

  大柿自然環境体験学習交流館長   西 原 直 久 

 

５ 事務局 

  学校教育課 

    課長補佐   中本 陽子 

 

６ 傍 聴 人   

  な し 

 

７ 議事日程 

（１）教育長報告 

（２）会議録署名委員の指名 

（３）議案第 25号 平成 30年秋の叙勲候補者（教育功労）の推薦について 
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（４）承認第 22号 平成 29年度広島県教育賞被表彰候補者の推薦について 

（５）承認第 23号 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免につい 

          て 

（６）承認第 24号 平成 29年度江田島市一般会計（第３号）補正予算（教育委員会関係分）

について 

（７）報告１    平成 29 年度生涯スポーツ優良団体表彰・平成 29 年度スポーツ推進委

員功労者表彰について 

（８）報告２    学力調査の結果について 

（９）報告３    「いじめ撲滅月間」の実施について 

（10）報告４    柿浦小学校・三高中学校の学校統合に係る進捗状況について 

（11）その他 

 

８ 議事の大要 

  ○ 教育長 

    ただいまから，第 11回江田島市教育委員会会議定例会を開会します。 

    なお，今井委員から欠席の報告を受けておりますことを，お知らせします。 

ただ今の出席者は４名です。定足数に達しておりますので，これから本日の会議を開

きます。 

本日の議事日程は，あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

○ 教育長 

それでは，審議に入る前に，３ページの議案第 25号，５ページの承認第 22号，８ペ

ージの承認第 23号及び１２ページの報告１については，人事に関する案件ですので，公

開しないで審議することが適当ではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

                              （全員異議なし） 

 

○ 教育長 

それでは，お諮りいたします。 

議案第 25号「平成 30年秋の叙勲候補者（教育功労）の推薦について」，承認第 22号

「平成 29年度広島県教育賞被表彰候補者の推薦について」，承認第 23号「教育委員会の

所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免について」及び報告１「平成 29年度生

涯スポーツ優良団体表彰・平成 29年度スポーツ推進委員功労者表彰について」は，公開

しないことに賛成の方の挙手をお願いします。 

            （全 員 挙 手） 

 

〇 教育長 

挙手全員と認めます。 
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従いまして，議案第 25号，承認第 22号，承認第 23号及び報告１は，公開しないで審

議することに決定いたしました。 

 

○ 教育長 

お諮りします。 

ただいま，公開しないで審議することに決定しました。 

議案第 25号，承認第 22号，承認第 23号及び報告１については，日程を変更し，日程

第１０，報告４の次に審議したいと思います。 

これに，賛成の方の挙手をお願いします。 

            （全 員 挙 手） 

 

○ 教育長 

挙手全員と認めます。 

従いまして，日程第６，承認第 24号を日程第３に，日程第８，報告２から日程第１０，

報告４までを，それぞれ，日程４から日程６に，また，日程第３，議案第 25号から日程

第５，承認第 23号までを，それぞれ，日程第７から日程第９に，最後に，日程第７，報

告１を，日程第１０に変更することに，決定いたします。 

 

○ 教育長 

日程第１，「教育長報告」を行います。 

それでは，議案書の２ページをお開きください。 

   「教育長報告」                         （省 略） 

   以上で，教育長報告を終わります。 

 

○ 教育長 

日程第２，「会議録署名委員の指名」は，会議規則第１５条第２項の規定により，あら

かじめ署名委員の順番を決めておりますので，今回は，柳川委員にお願いいたします。 

 

○ 教育長 

日程第３，承認第 24号「平成 29年度江田島市一般会計（第３号）補正予算（教育委

員会関係分）について」を議題とします。 

事務局から，説明をお願いします。 

 

〇 教育次長 

ただ今，上程されました承認第 24号「平成 29年度江田島市一般会計（第３号）補正

予算（教育委員会関係分）について」でございます。 

議案書，１０ページをお開きください。 
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提案理由でございます。 

平成 29年度江田島市一般会計補正予算を，江田島市教育長に対する事務委任規則第５

条第１項の規定に基づきまして，臨時に代理しましたので，同条第２項の規定により，

委員会へ報告し，承認を求めるものでございます。 

内容につきましては，それぞれ担当課長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

 

○ 学校教育課長 

ただ今上程されました承認第 24号「平成 29年度江田島市一般会計（第３号）補正予

算（教育委員会関係分）について」説明いたします。 

提案理由につきましては，先ほど教育次長が説明いたしましたとおりでございます。 

１１ページをお開きください。 

１０款，教育費，２項，小学校費，１目，学校管理費，事業名は，小学校施設管理事

業費で，１５１万３千円，増額補正をし，全体事業費を，４３１万３千円とするもので

ございます。 

工事内容は，「鹿川小学校体育館側進入路改修工事」で，増額理由は，スロープの延長

や門扉の改修など，当初の見込みを上回ったためでございます。 

以上で，学校教育課分の説明を終わります。 

 

○ 生涯学習課長 

続いて，生涯学習課分です。 

４項，社会教育費，２目，文化振興費，事業名は，歴史資料館灘尾記念文庫管理運営

事業費で，２１５万円の新規補正でございます。 

内容は，需用費として展示ケース内の調湿剤，及び工事請負費として，遮光工事と照

明工事を施工する事としております。 

以上，学校教育課分と合わせまして，３６６万３千円を，平成 29年第４回江田島市議

会定例会に上程し，８月 30日に議決されました。 

以上で，説明を終わります。 

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

○ 教育長 

説明が終わりました，ご質疑はございませんか。 

 

○ 三島委員 

鹿川小学校の進入路改修工事ですが，場所は山側ですか。 

 

○ 学校教育課長 
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進入路は，体育館側の入口のところです。 

バスが入ると，勾配がきつく底部にあたるということで，勾配を緩やかにする工事と，

門扉が重く開閉が大変なので，門扉を改修する工事です。 

理由といたしましては，沖方面に帰宅する児童が使用するバスの停留場が狭く，雨の

日などは安全性が確保されていないのではと市議からも意見があったため，バスの乗り

入れが出来るように工事をすることといたしました。 

 

○ 三島委員 

現在，沖方面の通学は路線バスですか。 

 

○ 学校教育課長 

行きは路線バスです。 

帰りは，路線バスがある時は路線バスを利用しますが，路線バスが無い時間帯が多く，

ほとんどスクールバスを活用しております。 

 

○ 三島委員 

わかりました。 

 

○ 教育長 

鹿川小学校の進入路改修工事ですが，これは当初予算でも計上されていましたが，入

札で落札されなかったため，補正予算を計上させていただきました。 

 

○ 教育長 

ほかにご質問はありませんか。 

 

○ 教育長 

生涯学習課の工事はなぜ必要なのか，もう少し詳しく説明してください。 

 

○ 生涯学習課長 

今回，生誕１５０周年記念行事としての六角紫水展を行うにあたり，県立美術館所蔵

の作品を１２点ほどお借りする事になったのですが，県立美術館の学芸員の方と打ち合

わせをする中で，所蔵品を展示するための環境がよくないことがわかり，急遽，調湿や

遮光の環境を整える工事が必要となり，今回，補正予算を要求させていただきました。 

 

○ 教育長 

ほかにご質問はありませんか。 

                                （質疑なし） 
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○ 教育長 

それでは，これで本件の審議を終わります。 

採決に移ります。 

承認第 24号「平成 29年度江田島市一般会計（第３号）補正予算（教育委員会関係分）

について」は，原案のとおり承認することに，ご異議ございませんか。 

              （全員異議なし） 

 

○ 教育長 

全員異議なしと認めます。 

よって本案は，原案のとおり承認されました。 

 

○ 教育長 

日程第４，報告２「学力調査の結果について」を議題とします。 

事務局から，説明をお願いします。 

 

〇 教育次長 

議案書，１６ページをお開きください。 

報告２「学力調査の結果について」は，学校教育課長をして，説明申し上げます。 

よろしくお願いします。 

 

○ 学校教育課長 

ただ今，議題となっております報告２「学力調査の結果について」の内容をご説明致

します。 

平成 29年６月に実施されました平成 29年度広島県「基礎・基本」定着状況調査の結

果についてご説明申し上げます。 

この調査の対象学年は，小学校第５学年と中学校第２学年となっております。 

結果につきましては，２「各教科の調査結果」についての（１）「平均通過率」のとこ

ろをご覧ください。 

小学校につきましては，国語，算数，理科の３教科の調査を実施いたしました。 

教科全体としては，３教科とも県の平均通過率を上回っております。 

県平均と比較いたしますと，国語は県平均より１．０ポイント，算数は３．３ポイン

ト，理科は３．１ポイント上回っております。 

市教委の経営計画の広島県「基礎・基本」定着状況調査（タイプⅡ）の平均通過率を５

ポイント以上上回る。」という目標についてですが，各教科の「Ⅱ活用問題」の欄をご覧

ください。 

県平均と比較して，国語が３．０ポイント，算数が４．２ポイント，理科が３．８ポ
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イント上回っておりますが，５ポイント以上上回るという目標には達しておりません。 

中学校につきましては，国語，数学，理科，英語の４教科が実施され，教科全体とし

ては，４教科とも県平均を上回っております。 

県平均と比較しますと，国語は県平均より３．０ポイント，数学は２．１ポイント，理

科は７．６ポイント，英語は４．６ポイント上回っております。 

各教科の「Ⅱ活用問題」の欄をご覧ください。 

県平均と比較して，国語がマイナス０．９ポイント，数学が１．７ポイント，理科が５．

１ポイント，英語が５．７ポイント上回っております。 

理科と英語は目標の５ポイント以上上回っておりますが，国語と数学は達成しておりま

せん。 

続いて，１７ページをご覧ください。全国学力・学習状況調査の結果についてでござ

います。 

４月 18日火曜日に小学校６学年，中学校３学年に実施いたしました「平成 29年度全

国学力・学習状況調査」の結果と分析でございます。 

Ａ問題が知識を問う問題，Ｂ問題が活用の問題です。 

それぞれの表の一番上が江田島市の欄となっております。 

その中の【 】の中の数字が県平均との差です。 

小学校国語Ａについては，１.０ポイント，国語Ｂは県平均と同じ，算数Ａは１．０ポ

イント，算数Ｂは２．０ポイント上回っております。 

中学校国語Ａについては，１．０ポイント，国語Ｂについては３．０ポイント上回っ

ております。 

数学Ｂについては，県平均と同様ですが，数学Ａについては，１．０ポイント下回っ

ております。 

１８ページ以降は市町別の結果を表にしたものでございます。 

基礎・基本の１８ページがけん制順，１９ページが並べ替え，２０ページは全国学力

調査のけん制順，２１ページが並べ替えの表でございます。 

現在，各学校におきまして，これらの調査結果を基に改善計画を策定しているところで

ございますが，市教委におきましても，この調査結果や，各学校の改善計画をみながら，

個々の生徒の学力向上を目指し，各学校への指導，助言を実施してまいりたいと思ってい

ます。 

以上です。 

 

○ 教育長 

説明が終わりました，ご質問をお受けしたいと思います。 

 

○ 三島委員 

今回，小学校国語の聞くことと書くことの結果が低くなっていますね。 
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中学校国語の活用問題の結果も低かったようです。 

以前は，理科が県平均を下回っていましたが，中学校でいえば，理科と英語でしたが，

今回は良くなっていますね。 

原因は何でしょうか。 

良くなっているのは，職員の問題意識として集中的に取り組まれた結果でしょうが，

どのように捉えておられるのか，教えてください。 

 

○ 学校教育課長 

    まず，中学校の理科と英語についてですが，英語につきましては，昨年度，課題とし

て授業改善を行うこととして，市町の挑戦加配で，県費職員を１名，加配教員を配置し

て，全校の英語の授業改善を行い，さらには，英語検定の助成についても，昨年度から

取り組みました。 

理科につきましても，これまで課題と考えておりましたが，今年度から市町の挑戦加

配で，県費職員を１名，理科の加配教員として配置し，集中的に取り組んだ結果ではな

いかと考えております。 

国語につきましては，今後，分析をしていく必要があると思っていますが，今年度の

結果については，若干，県平均を下回っている項目が多くなっていますので，これから，

各学校の改善計画を見ながら，問題分析を行い，取組を進めて参りたいと思っておりま

す。 

原因については，現在分析中でございますが，また結果をお知らせします。 

 

○ 教育長 

よろしいですか。 

他にご意見はありませんか。 

 （質疑なし） 

 

○ 教育長 

それではこれで「学力調査の結果について」の報告を終わります。 

 

○ 教育長 

日程第５，報告３「いじめ撲滅月間」の実施についてを議題とします。 

事務局から，説明をお願いします。 

 

〇 教育次長 

議案書，２２ページをお開きください。 

報告３「「いじめ撲滅月間」の実施について」は，学校教育課長をして，説明申し上げ

ます。 
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よろしくお願いいたします。 

 

○ 学校教育課長 

ただ今，議題となっております報告３「「いじめ撲滅月間」の実施について」の内容を

説明致します。 

９月１日から 30日まで，江田島市内の全小中学校で，いじめの未然防止に向けて児童

生徒が主体となった取組や，保護者等への啓発などを行うことにより，いじめ撲滅の気

運を高めるという趣旨のもと，一昨年度からこの「いじめ撲滅月間」の取組を進め，３

年目の取組となります。 

この取組につきましては，全ての学校において共通した内容で実施をしております。 

それが，３の部分でございます。 

まず，１点目といたしましては，いじめ撲滅に向けた児童会・生徒会を中心とした児

童生徒の主体的な活動を実施しております。 

具体的な取組といたしましては，小学校の児童会活動では，各委員会で内容を考え，

実施しています。 

中学校におきましては，生徒会を中心にいじめ撲滅宣言を各クラスで作ったりするな

ど，いじめ撲滅に向けた取組を実施しております。 

先日実施した教頭・事務長会では，この取組内容を交流し，各校の実践に生かすよう

指導したところでございます。 

２点目としては，1 学期末に全児童生徒を対象に行った「いじめアンケート」の結果

を分析し，今後の取組方法を検証するということです。 

３点目といたしましては，いじめの未然防止に向けた広報活動を行うこととして３点

挙げております。 

ホームページへの掲載，学校便りでの取組の紹介などです。 

以上で説明を終わります。 

 

○ 教育長 

説明が終わりました，ご質疑をお受けしたいと思います。 

 

○ 樋上委員 

保護者への啓発というところで，ＰＴＡが主体となった取組，子どもと保護者が向き

合うような取組が，なかなか成立しにくいように思われます。 

自分の問題としてとらえにくい点があるように思われますが，ＰＴＡ連合会などから

提案して，各校で考えていただくよう，語り掛けをすることはできませんか。 

 

○ 学校教育課長 

学校にも確認し，また，指導を行っていきたいと思います。 
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その他，取組としては，ＰＴＡ連合会が，ネットトラブルのリーフレットや，ネット

に関するルールのカードを作成しておりますので，新入生に配布する取組を，毎年行っ

ております。 

また，この他に，道徳参観日を各学校で行っており，この道徳参観日の後，保護者会

をもって，その中でいじめについても協議をする場を持たれている学校も数校ございま

す。 

 

○ 教育長 

ＰＴＡの所管は生涯学習課ですが，生涯学習課と学校教育課で連携しながら，取組を

進めていただきたい。 

 

○ 樋上委員 

各学校によっては，ＰＴＡ活動を独立して行っているところもありますが，学校に依

存して独自に活動を行っていないところもあるようですので，行事をこなすだけではな

く，ＰＴＡ活動を独立して行えるように指導と言うか，勉強の場が必要ではないかと思

います。 

学校単位で独自に行うことは難しいでしょうから，例えば，連合会などでＰＴＡ組織

全体の指導，学習会とか，取組を行っていただきたい。 

 

○ 教育長 

ＰＴＡの研修会としては，県のＰＴＡ連合会の大会や中国地区や全国の大会などで行

われているので，市からも参加していただいております。 

 

○ 樋上委員 

保育園段階の保護者の方の学びの場はたくさんあるようですので，市のＰＴＡ単位の

研修会や，ＰＴＡの方々が自主的な活動ができるような，学ぶ機会が少ないように思い

ます。 

勤めておられる方が多くて難しいとは思いますが，自主的なＰＴＡ活動ができるよう

に，研修会などの機会を多く作ってあげてください。 

 

○ 教育長 

研修会など設けるように，考えていきたいと思います。 

 

○ 教育長 

他にご意見はありませんか。 

 （質疑なし） 
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○ 教育長 

それではこれで「「いじめ撲滅月間」の実施について」の報告を終わります。 

 

○ 教育長 

日程第６，報告４「柿浦小学校・三高中学校の学校統合に係る進捗状況について」を

議題とします。 

事務局から，説明をお願いします。 

 

〇 教育次長 

議案書，２３ページをお開きください。 

報告４「柿浦小学校・三高中学校の学校統合に係る進捗状況について」は，学校教育

課長をして，説明申し上げます。 

よろしくお願いします。 

 

○ 学校教育課長 

ただ今，議題となっております報告４「柿浦小学校・三高中学校の学校統合に係る進

捗状況について」内容を説明致します。 

２３ページをご覧ください。 

まず，柿浦小学校につきましては，８月 27日，日曜日，午前 9時から学校統合説明会

を開催しました。 

案内を通知したのは，小学校の保護者と，柿浦地区在住の未就学児の保護者です。 

参加者は１２名で，未就学児の保護者は来られていませんでした。 

会のはじめに，教育長あいさつで，「本日は，現状と方向性について説明する。これまで

保護者の方に判断を委ねてきたが，子供たちの推移，現状，学校の状況などから教育委員会

が主体性を持って早急に学校統合を進めたい。本日，状況をしっかりと伝えて方針について

説明させて頂きたい。」と述べられました。 

ＰＴＡ会長の長坂会長からもあいさつをいただきました。 

次に，２４ページをご覧ください。 

三高中学校につきましては，９月９日，土曜日，午後７時半から統合問題懇話会を行いま

した。 

学校統合説明会とせずに懇話会という形にしたのは，保護者から統合に関して不安がある

という声をいただきましたので，意見交流をするという会にしよう，ということからです。 

案内の通知をしたのは，三高中学校と三高小学校の保護者と，地域代表の方１８名で，４

０人参加のうち，保護者が２９名，地域の方が１１名でした。 

以上で報告を終わります。 

 

○ 教育長 
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それではこれで「柿浦小学校・三高中学校の学校統合に係る進捗状況について」の報

告を終わります。 

 

○ 教育長 

日程第７，議案第 25号「平成 30年秋の叙勲候補者（教育功労）の推薦について」を

議題とします。 

（非公開） 

 

○ 教育長 

日程第８，承認第 22号「平成 29年度広島県教育賞被表彰候補者の推薦について」を

議題とします。 

（非公開） 

 

○ 教育長 

日程第９，承認第 23号「教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任

免について」を議題とします。 

（非公開） 

 

〇 教育長 

  以上で，本日の会議に付された審議事項は，すべて終了いたしました。 

 

 「その他」 

    その他では，次の項目について報告を行いました。   

(1) 生徒指導上の諸問題等集計について（８月分） 

(2) 学校給食異物混入について 

(3) 平成 29年第４回江田島市議会定例会について 

(4) 平成 29年度 10月・11月分の行事予定（教育委員会分）について 

 

 

  次の教育委員会会議は 10月 16日（月）午前 10時から大柿公民館大会議室で開催します。 

以上で閉会します。 
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    江田島市教育委員会会議規則の規定により，ここに署名する。 
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